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経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 

郡山商工会議所（法人番号 9380005002607） 

郡山市    （地方公共団体コード 072036） 

実施期間 令和 6年 4月 1日～令和 11年 3月 31 日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

【目標①】小規模事業者の変化する市場に適応するための、新たなビジネスモデルの構

築や革新への挑戦を支援する 

【目標②】小規模事業者のデジタル技術を活用した効率的な経営手法（販売促進、業務

効率化等）の取組を支援する 

【目標③】小規模事業者の地域の特産品等を活用した商品サービスの開発を支援する 

【目標④】上記を実現するために、小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題

を設定した上で、地域経済を支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体

での持続的発展の取組を図る 

事業内容 

経営発達支援事業の内容 

３.地域の経済動向調査に関すること 

小規模事業者が外部環境の変化を捉えるための支援として、「経営実態アンケート調

査」を実施し、結果を公表する。 

４.需要動向調査に関すること 

小規模事業者の商品を、消費者ニーズを満たす魅力的な商品とするために、「こおり

やま産業博での商品調査」を実施する。また、調査結果を活用し、商品のブラッシュ

アップを支援する。 

５.経営状況の分析に関すること 

小規模事業者自身に本質的な課題に気付きを与え、自走化への動機付けを行いなが

ら、小規模事業者の自己変革力の向上を図ることを目的に、経営分析（財務分析・非

財務分析の双方）を支援する。 

６.事業計画策定支援に関すること 

「地域の経済動向調査」や「経営状況の分析」及び「需要動向調査」の結果を踏まえ

たうえで、小規模事業者の事業計画の策定を支援する。 

７.事業計画策定後の実施支援に関すること 

前項で策定したすべての事業計画を四半期毎にフォローアップすることで、事業者の

売上や利益の増加を実現する。 

８.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

小規模事業者の新たな需要開拓を目的に、「近隣での販路開拓支援（「こおりやま産業

博」におけるビジネスマッチング支援）」や「広域での販路開拓支援」、「IT を活用し

た販路開拓の個社支援」を実施する。 

連絡先 

郡山商工会議所 中小企業相談所 経営支援課 

〒963-8691 福島県郡山市清水台 1-3-8 郡山商工会議所会館 1階 

TEL:024-921-2621 FAX:024-921-2640 E-mail:admin@entre.gr.jp 

 

郡山市 産業観光部 産業雇用政策課 

〒963-8601 福島県郡山市朝日 1-23-7 西庁舎 4階 

TEL:024-924-2251 FAX:024-925-4225 E-mail:sangyouseisaku@city.koriyama.lg.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

1.目標 

(1)地域の現状及び課題 

①現状 

ア 郡山市の概況 

郡山市（以下、当市）は、福島県の中央に位置し、東北地方で仙台に次いで第 2 位の経済規模を誇る東

北の拠点都市である。安積平野または郡山盆地と呼ばれる平坦地を中心に市街地が広がっており、西は猪

苗代湖、東に阿武隈山地、北は安達太良山頂に達している。東西 46.78km、南北 39.95km、総面積は猪苗

代湖の一部も含まれ 757.20 ㎢である。 

首都圏から東北新幹線で約 80 分というアクセスの良さに加え、東北本線をはじめ、磐越西線、磐越東

線、水郡線、東北新幹線といった鉄道網や、東北自動車道、磐越自動車道、さらには福島空港へのアクセ

スなど、高速交通体系の整備により交通の要衝となっている。 

交通の利便性が良いことから「陸の港」とも称され、「人」「モノ」「情報」が集まる中核市、そして経

済県都として成長を続けている。 

 

 
出典：一般社団法人郡山市観光協会「郡山市で学ぶ SDGs 教育旅行」 
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続いて、利益をみると、全体では「良好」が 20％、「変わらず」が 39％、「悪化」が 41％となっている。

前述した売上高と比較して「良好」の割合が低い。 

 従業員規模別にみると、従業員規模が小さくなるほど「良好」の割合が低くなる傾向にある（一部除く）。 

■利益（前年比） 

 
 

(b)業種別の事業所数（小規模事業所数）の推移 

ⅰ_当市全体 

当市の平成 24 年の事業所数は 15,865 社、令和 3 年の事業所数は 15,195 社である。 

 小規模事業所数は平成 24 年が 11,355 者、令和 3 年が 10,274 者であり、9 年間で 9.5％減少している。

産業別にみると、卸・小売業（△19.9％）、宿泊・飲食業（△19.6％）、製造業（△19.1％）の減少率が高

くなっている。一方、医療、福祉では増加がみられる。 

■郡山市の業種別の事業所数及び小規模事業所数 

建設 製造
情報
通信

卸・
小売

宿泊・
飲食

医療、
福祉

他サー
ビス

その他 計

平成24年
事業所数 1,787 933 163 4,258 1,741 994 4,077 1,912 15,865
小規模事業所数 1,663 740 95 2,600 1,108 487 2,977 1,685 11,355

平成28年
事業所数 1,797 872 155 4,148 1,782 1,126 4,065 1,837 15,782
小規模事業所数 1,649 679 92 2,360 1,125 508 2,886 1,602 10,901

令和3年
事業所数 1,774 785 137 3,778 1,459 1,255 4,122 1,885 15,195
小規模事業所数 1,623 599 85 2,082 891 514 2,833 1,647 10,274

増減(令和3年-平成24年）
事業所数 △13 △148 △26 △480 △282 261 45 △27 △ 670

増減割合 △0.7% △15.9% △16.0% △11.3% △16.2% 26.3% 1.1% △1.4% △4.2%
小規模事業所数 △40 △141 △10 △518 △217 27 △144 △38 △ 1,081

増減割合 △2.4% △19.1% △10.5% △19.9% △19.6% 5.5% △4.8% △2.3% △9.5%  
出典：総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」より一部加工 

 

ⅱ_当所管内 

 続いて、郡山市「郡山市統計書 2021（出典：平成 28 年経済センサス）」及び福島県商工会連合会「商工

会実態調査（2021 年度版）」より当所管内の商工業者数及び小規模事業者数を推計する。 

 当市全体に占める当所管内の商工業者数の割合は 70.4％、小規模事業者数の割合は 60.6％である。 

 また、業種別に当市全体に占める当所管内の小規模事業者数の割合をみると、製造業が 44.8％、建設業

が 37.3％、卸・小売業が 56.4％、サービス業が 62.6％、その他が 85.2％となっており、卸・小売業やサ

ービス業といった“商業”事業者の割合が高い地域であることがわかる。 

 









10 

 

    3.域内経済の循環による地域商業の維持 

    4.商品力の向上と国内外の販路拡大 

    5.次代の潮流に対応できる物流環境の整備・推進 

    6.産業振興による地域の活性化 

Ⅱ 新しい産業の創出 ～第 4 次産業革命時代への対応～ 

 目標 1.破壊的技術を活用した生産性革命・新産業創出 

    2.新たな成長産業の育成・集積、核となる企業の誘致 

    3.産学官連携と技術革新による産業の高度化・高付加価値化 

    4.最先端研究機関との連携推進による関連産業の育成 

    5.新たな資金の確保 

    6.SDGs に定める産業と技術革新の基盤づくり 

Ⅲ 経営基盤の強化 ～「稼ぐ力」の向上 

 目標 1.企業の生産性向上 

    2.破壊的技術の活用による経営基盤の強化 

    3.経営の効率化・労働資源の有効活用・健康経営の取り組み 

    4.「知の結節点」としての連携強化と知的財産の活用 

    5.域内経済の循環と域外外貨獲得による地域産業の発展 

    6.グローバル市場の活用、海外への展開 

    7.SDGs に定める持続可能な経済成長の促進 

Ⅳ 次世代人材の育成 ～イノベーションを担う人づくり革命～ 

 目標 1.産学官連携による産業革命などに対応できる人材の育成 

    2.新時代を切り拓く多様な起業家の育成 

    3.次世代リーダー（経営人材）の育成 

    4.経済産業省が目指す「EdTech」（教育×技術）の推進 

    5.東京一極集中への対策、UIJ ターンの推進 

    6.時代にマッチした働き方改革の実現 

 

②課題 

これまで記述した内容から小規模事業者にとって対策が必要な地域の課題をまとめる。 

まず、人口をみると、当市（全体）の人口は減少傾向となっている。当所管内では減少割合は低いもの

の、人口減少による消費の減衰への対応は免れられない。小規模事業者においては、これまでのように域

内の住民への販売を継続するだけでなく、新たなターゲット顧客（グローバル市場への展開も含む）を見

出し、事業を修正・転換していくことが課題となる。 

さらに、年齢 3 区分別人口をみると、高齢化率が上がり、消費構造が変化していくことから、この変化

への対応が課題となる。具体的には、地域の社会課題である買い物弱者への対応等も期待されている。ま

た、生産年齢人口の減少が見込まれ、働き手が不足することが予測されることから、デジタル技術を活用

した効率的な経営手法による生産性の向上が必要である。 

特産品では、当市には「生産量全国第一位の鯉」や「あさか舞」などの農林水産物がある。また、日本

酒、焼酎、ウイスキー、ワイン、シードル、リキュールなど多様なアルコール飲料が製造されており、全

国的にも稀なブルワリータウ でもある。これらの特産品は全国的にみても知名度が高いことから、小規

模事業者においても、地域の特産品等を活用した商品サービスの開発を行い、地域ブランド育成に取り組

むことが期待される。 

業種別の景況感を「令和 4 年度 経営実態ア ケート調査 より確認する。前年比の売上高や利益をみ

ると、いずれも従業員規模が小さくなるほど、「良好」とする回答割合が低くなる傾向がある。小規模事

業者のなかには旧態依然としたビジネスモデルを変えられず、変化する市場に適応できていないこともあ

り、これが売上や利益の減少の原因となっていると考えられる。そのため、小規模事業者においても、自

社のビジョンを再設定することや、新たなビジネスモデルの構築や革新に挑戦することが必要である。 

小規模事業所数をみると、当市（全体）では平成 24 年が 11,355 者、令和 3 年が 10,274 者であり、9

年間で 9.5％減少している。また業種別には、卸・小売業（△19.9％）、宿泊・飲食業（△19.6％）、製造

業（△19.1％）の減少率が高くなっている。このなかで当所管内に着目すると、当所管内は当市（全体）
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地域企業の産品が広域的に展開されていること 4 グローバル市場への展開を視野に入れ、国際化

に対応している 

地域産品のブランディングができていること 6 地域の特産品等を活用した商品サービスの開発

を行い、地域ブランド育成に取り組んでいる 

その他 5 安定した収益を上げるためのリスクマネジメン

トを行っている 

7 雇用の拡大と人材の育成に積極的であり、地域

の若手人材育成にも貢献している 

 

③商工会議所としての役割 

小規模事業者の経営環境は変化しているが、成長発展及び持続的発展を図るためには事業者が様々な事

業計画を持ち、変化に対応するための新たな取組が必要となる。これまでの支援においても、事業計画策

定を核に事業を実施してきたが、今後も移り変わりの激しい経営環境の変化に対応するため、引き続き事

業計画策定を核に、より成果に繋がる実践的な事業計画の策定及び実施支援を重点事項に掲げる。また、

対話と傾聴による課題設定型の伴走支援により、経営者自身に本質的な課題に気付きを与え、自走化への

動機付けを行いながら、小規模事業者の自己変革力の向上を目指す。 

第 2 期経営発達支援計画では、以下の目標を掲げ、小規模事業者支援を実施してきた。今後は第 3 期経

営発達支援計画を定め、小規模事業者の活性化に向けて全職員一丸となり取り組む。 

目標（第 2 期経営発達支援計画） 

・管内の小規模事業者を巡回訪問して、直面する経営課題の解決を支援、売上げ及び利益の拡大に寄与

する事業計画の策定と実行を伴走支援する。 

・イベントの開催やコンベンションの誘致を通して、中心市街地の活性化と交流人口の拡大を図る。 

・再生可能エネルギー、医療機器開発への参入を促進、事業者の付加価値向上を目指す。 

・円滑な事業承継を支援、小規模事業者数の減少を抑える。 

 

(3)経営発達支援事業の目標 

(1)地域の現状及び課題、(2)小規模事業者に対する長期的な振興のあり方を踏まえた上で、今後 5 年間

の事業実施期間で取り組む下記の 4 つの目標を設定する。 

〈目標〉 

【目標①】小規模事業者の変化する市場に適応するための、新たなビジネスモデルの構築や革新への挑戦

を支援する 

【目標②】小規模事業者のデジタル技術を活用した効率的な経営手法（販売促進、業務効率化等）の取組

を支援する 

【目標③】小規模事業者の地域の特産品等を活用した商品サービスの開発を支援する 

【目標④】上記を実現するために、小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題を設定した上で、

地域経済を支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体での持続的発展の取組を図る 

〈地域への裨益目標〉 

上記【目標①】～【目標④】により、小規模事業者が新たな視点で経営課題の解決を図り、経営基盤強

化や成長発展及び持続的発展を実現することを目指す。また、これにより、地域の産業基盤や雇用環境

の向上を実現し、未来（あす）へとつながるまちの創出に寄与することを目標とする。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

2.経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和６年４月１日～令和１１年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

 
【目標①達成のための方針】 

小規模事業者の変化する市場に適応するための、新たなビジネスモデルの構築や革新への挑戦を支援す

るため、まず「経営実態アンケート」を実施し、小規模事業者の状況を俯瞰的に把握する。また、経営分

析により各事業者の経営状況を明らかにする。経営分析では、財務データ等からみえる表面的な経営課題

だけでなく、事業者との対話と傾聴を通じて経営の本質的な課題を事業者自らが認識することに重点を置

く。 

次に、分析結果を活用しながら、新たなビジネスモデルの構築や革新への挑戦等の方向性を検討し、結

果を事業計画にまとめる。さらに、策定後は伴走型でフォローアップを行い、事業計画を実現させる。 

 

【目標②達成のための方針】 

小規模事業者のデジタル技術を活用した効率的な経営手法（販売促進、業務効率化等）の取組を支援す

るために、前項の各支援段階においてデジタル化に関する支援を実施する。 

具体的には、①経営分析支援の際に、事業者のデジタル化・IT 活用の状況を分析する、②事業計画策定

支援の際に、IT 活用セミナーや IT 専門家派遣を実施する、③販路開拓支援の際に、「IT を活用した販路

開拓の個社支援」を実施する。 

また、効果的な支援に向けて、当所においても IT・デジタル化支援能力の資質向上を図る。 

 

【目標③達成のための方針】 

小規模事業者の地域の特産品等を活用した商品サービスの開発（ブラッシュアップ）を支援するため、

「こおりやま産業博での商品調査」にて小規模事業者の商品の需要動向を調査する。また、調査結果を商

品等のブラッシュアップに活用する。 

また、商品の販路拡大に向けて、近隣での販路開拓支援（「こおりやま産業博」におけるビジネスマッ

チング支援）及び、広域での販路開拓支援を実施する。 

 

【目標④達成のための方針】 

経営分析、事業計画の策定、策定後の実施支援の各局面で、経営力再構築伴走支援モデルによる支援を

実施する。具体的には、経営課題の設定から課題解決を支援するにあたり、経営者や従業員との対話を通

じて、事業者の自走化のための内発的動機付けを行い、潜在力を引き出す。 

 また、これを実現するために、経営指導員等の資質向上を実施する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

【令和 5 年 11 月現在】 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達支援

事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 等） 

 

総務部・開発事業部 中小企業相談所

 総務部  法定経営指導員 1名

  一般職員   8名  経営指導員 7名

 開発事業部  補助員    3名

  一般職員   8名  一般職員 1名

郡山市

産業観光部

産業雇用政策課

専務理事

常務理事

事務局長

 
 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指導員

による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

氏 名： 鈴木 英夫 

連絡先： 郡山商工会議所 中小企業相談所 経営支援課 TEL. 024-921-2621 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

経営発達支援計画の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・見直

しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

〒963-8691 

福島県郡山市清水台 1-3-8 郡山商工会議所会館 1 階 

郡山商工会議所 中小企業相談所 経営支援課 

TEL： 024-921-2621 ／ FAX： 024-921-2640 

E-mail： admin@entre.gr.jp 

 

②関係市町村 

〒963-8601 

福島県郡山市朝日 1-23-7 西庁舎 4 階 

郡山市 産業観光部 産業雇用政策課 

TEL： 024-924-2251 ／ FAX： 024-925-4225 

E-mail： sangyouseisaku@city.koriyama.lg.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

必要な資金の額 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

 3.地域の経済動向調査に関すること 800 800 800 800 800 

 4.需要動向調査に関すること 100 100 100 100 100 

 5.経営状況分析に関すること 450 450 450 450 450 

 6.事業計画策定支援に関すること 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 

 
8.新たな需要の開拓に寄与する事業

に関すること 
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

 
9.事業の評価及び見直しをするため

の仕組みに関すること 
250 250 250 250 250 

 
10.経営指導員等の資質向上等に関

すること 
600 600 600 600 600 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

補助金（国、県、市）及び自主財源、負担金、参加費 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


